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【手続補正書】
【提出日】平成22年3月23日(2010.3.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　器具アクセス装置において、
　傷内部に挿入するための末端側定着部材と、
　末端側定着部材から基端方向に伸びて傷開口部の側部を側方向に後退させる細長い部材
と、
　少なくとも１つの器具シールと、
　少なくとも１つの器具シールを少なくとも部分的に開いて器具を少なくとも１つの器具
シールを通して挿入する少なくとも１つの開放要素と、を備える器具アクセス装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の装置において、開放要素の少なくとも一部分は、シールに対して動い
てシールを開くことができる、装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の装置において、開放要素は、シールに対して末端方向に動くことがで
きる、装置。
【請求項４】
　請求項２又は３に記載の装置において、開放要素は、休止形態と開放形態との間にて動
くことができる、装置。
【請求項５】
　請求項４に記載の装置において、開放形態にて、開放要素の少なくとも一部分は、実質
的に尖鋭である、装置。
【請求項６】
　請求項４又は５に記載の装置において、開放形態にて、開放要素の少なくとも一部分は
、実質的にテーパー付きとされる、装置。
【請求項７】
　請求項４から６の何れか１つの項に記載の装置において、開放形態にて、開放要素の少
なくとも一部分は、実質的に円錐形の形状とされる、装置。
【請求項８】
　請求項４から７の何れか１つの項に記載の装置において、休止形態にて、開放要素は、
実質的に平面状である、装置。
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【請求項９】
　請求項１から８の何れか１つの項に記載の装置において、開放要素はシールに装着され
る、装置。
【請求項１０】
　請求項９に記載の装置において、開放要素をシールに装着するコネクタ要素を備える、
装置。
【請求項１１】
　請求項１から８の何れか１つの項に記載の装置において、開放要素は、シールから取り
外される、装置。
【請求項１２】
　請求項１から１１の何れか１つの項に記載の装置において、開放要素は、材料シートか
ら成る、装置。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の装置において、開放形態にて、シートの第一の部分は、シートの第
二の部分に重なり合う、装置。
【請求項１４】
　請求項１３に記載の装置において、シートは、第一の部分と第二の部分との間の不連続
部を有する、装置。
【請求項１５】
　請求項１４に記載の装置において、不連続部は、シートのスリットを含む、装置。
【請求項１６】
　請求項１から１５の何れか１つの項に記載の装置において、開放要素は、実質的に可撓
性である、装置。
【請求項１７】
　請求項１から１５の何れか１つの項に記載の装置において、開放要素は、実質的に剛性
である、装置。
【請求項１８】
　請求項１から１７の何れか１つの項に記載の装置において、複数の開放要素を備える、
装置。
【請求項１９】
　請求項１から１８の何れか１つの項に記載の装置において、シールは、ゼラチン状のエ
ラストマー材料から成る、装置。
【請求項２０】
　請求項１から１９の何れか１つの項に記載の装置において、シールは、器具を挿入する
ことのできる少なくとも１つの貫通して伸びる開口部を備える、装置。
【請求項２１】
　請求項２０に記載の装置において、開放要素は、開口部を通して器具を挿入するため、
開口部を少なくとも部分的に開く形態とされる、装置。
【請求項２２】
　請求項２０又は２１に記載の装置において、開口部は、閉じた形態に向けて偏倚される
、装置。
【請求項２３】
　請求項２０から２２の何れか１つの項に記載の装置において、開口部は、ピンホール開
口部である、装置。
【請求項２４】
　器具アクセス装置において、
　少なくとも１つの開口部を有する少なくとも１つの器具シールであって、前記開口部が
少なくとも部分的に貫通して伸びていて、器具を挿入することのできる、前記少なくとも
１つの器具シールと、
　器具が少なくとも１つの器具シールと係合したとき、少なくとも１つの器具シールを補
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強する少なくとも１つの補強要素であって、開口部の半径方向外方に配置された、前記少
なくとも１つの補強要素と、を備える器具アクセス装置。
【請求項２５】
　請求項２４に記載の装置において、補強要素は、シールの基端の末端側に配置される、
装置。
【請求項２６】
　請求項２４又は２５に記載の装置において、補強要素は、シールの末端の基端側に配置
される、装置。
【請求項２７】
　請求項２４から２６の何れか１つの項に記載の装置において、補強要素は、シール内に
少なくとも部分的に埋め込まれる、装置。
【請求項２８】
　請求項２４から２７の何れか１つの項に記載の装置において、補強要素は、シールより
も剛性な材料にて出来ている、装置。
【請求項２９】
　請求項２４から２８の何れか１つの項に記載の装置において、シールは、ゼラチン状の
エラストマー材料から成る、装置。
【請求項３０】
　請求項２４から２９の何れか１つの項に記載の装置において、開口部は、リップシール
開口部である、装置。
【請求項３１】
　請求項２４から３０の何れか１つの項に記載の装置において、複数の補強要素を備える
、装置。
【請求項３２】
　請求項３１に記載の装置において、補強要素は、開口部の周りにて周方向に隔てられる
、装置。
【請求項３３】
　請求項２４から３２の何れか１つの項に記載の装置において、
　傷内部に挿入するための末端側定着部材と、
　末端側定着部材から基端方向に伸びて傷開口部の側部を側方向に後退させる細長い部材
とを備える、装置。
【請求項３４】
　請求項１から２３又は３３の何れか１つの項に記載の装置において、傷開口部の外側に
配置される基端側部材を備える、装置。
【請求項３５】
　請求項３４に記載の装置において、基端側部材はリング部材である、装置。
【請求項３６】
　請求項３４又は３５に記載の装置において、基端側部材は、基端側内部要素と、基端側
外部要素とを備える、装置。
【請求項３７】
　請求項３６に記載の装置において、細長い部材は、基端側内部要素と基端側外部要素と
の間に導入される、装置。
【請求項３８】
　請求項３６又は３７に記載の装置において、基端側内部要素及び（又は）基端側外部要
素はリング要素である、装置。
【請求項３９】
　請求項３６から３８の何れか１つの項に記載の装置において、基端側外部要素は、基端
側内部要素に取り付けられる、装置。
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